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日程第１ 議案第84号 鞍手町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

（民生産業委員長報告） 

日程第２ 議案第89号 地方独立行政法人くらて病院 第２期中期目標 

                               （民生産業委員長報告） 
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（総務文教委員長報告） 

日程第４ 議案第82号 鞍手町職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第５ 議案第83号 鞍手町税条例の一部を改正する条例 
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（総務文教委員長報告） 

日程第８ 議案第87号 平成２８年度鞍手町水道事業会計補正予算（第２号） 

（総務文教委員長報告） 

日程第９ 議案第88号 鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく平成２８年度固定資産税の 

課税免除                    （総務文教委員長報告） 

日程第10 議案第90号 鞍手町流域関連公共下水道事業 中山処理分区管渠築造工事（第６５工区） 

           請負契約の変更                                （総務文教委員長報告） 

日程第11 意見書第２号 ＲＤＦ発電事業の終結にあたっての意見書 
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（総務文教委員長報告） 

日程第13 閉会中の継続事件  
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平成２８年１２月１９日（第４日） 

開議   １３時００分  

○議長 星 正彦君  

 これから本日の会議を開きます。  

 日程はお手元に配布のとおりです。  

 これより日程に入ります。  

 日程第１ 議案第８４号及び日程第２ 議案第８９号の２件を一括して議題とします。  

 本案は、民生産業委員会に付託していましたので、民生産業委員長の審査報告を求めます。  

 須藤民生産業委員長。  

○１３番 須藤 敏夫君  

 民生産業委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第８４号 鞍手町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。  

 議案第８９号 地方独立行政法人くらて病院第２期中期目標。  

 本委員会は、１２月１４日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決す

べきものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

○議長 星 正彦君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第８４号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第８９号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 議案第８４号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第８９号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 議案第８４号 鞍手町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第８４号は委員長報告のとおり可決されました。  
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次に、議案第８９号 地方独立行政法人くらて病院第２期中期目標を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第８９号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に進みます。  

日程第３ 議案第８１号から日程第１０ 議案第９０号までの８件を一括して議題とし

ます。 

本案は、総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めます。 

田中総務文教委員長。  

○６番 田中 二三輝君  

 総務文教委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第８１号 鞍手町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例。  

 議案第８２号 鞍手町職員退職手当支給条例の一部を改正する条例。  

 議案第８３号 鞍手町税条例の一部を改正する条例。  

 議案第８５号 平成２８年度鞍手町一般会計補正予算（第４号）。  

 議案第８６号 平成２８年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）。 

 議案第８７号 平成２８年度鞍手町水道事業会計補正予算（第２号）。  

 議案第８８号 鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく平成２８年度固定資産税の課

税免除。 

 本委員会は、１２月１４日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決す

べきものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

 議案第９０号 鞍手町流域関連公共下水道事業中山処理分区管渠築造工事（第６５工区）

請負契約の変更。  

 本委員会は、１２月１４日に付託された上記の議案を審査の結果、原案に同意すべきもの

と決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

○議長 星 正彦君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第８１号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第８２号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第８３号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  
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 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第８５号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第８６号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第８７号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第８８号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第９０号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

議案第８１号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。    

次に、議案第８２号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。    

次に、議案第８３号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。    

次に、議案第８５号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。    

次に、議案第８６号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。    

次に、議案第８７号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。    

次に、議案第８８号について討論はありませんか。  
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（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。    

次に、議案第９０号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。    

 これから採決を行います。  

 議案第８１号 鞍手町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を採決し

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第８１号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第８２号 鞍手町職員退職手当支給条例の一部を改正する条例を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第８２号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第８３号 鞍手町税条例の一部を改正する条例を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第８３号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第８５号 平成２８年度鞍手町一般会計補正予算（第４号）を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第８５号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第８６号 平成２８年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号）を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第８６号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第８７号 平成２８年度鞍手町水道事業会計補正予算（第２号）を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  



 5 

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第８７号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第８８号 鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく平成２８年度固定資産

税の課税免除を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第８８号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第９０号 鞍手町流域関連公共下水道事業中山処理分区管渠築造工事（第６５

工区）請負契約の変更を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は同意であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第９０号は委員長報告のとおり同意されました。  

 次に進みます。  

 日程第１１ 意見書第２号を議題とします。  

 提出者を代表して、６番議員 田中二三輝君に趣旨説明をお願いします。  

 田中二三輝君。  

○６番 田中 二三輝君  

 意見書第２号を提案いたします。  

 意見書第２号 ＲＤＦ発電事業の終結にあたっての意見書。  

 別紙、意見書案を提出する。 

 平成２８年１２月１９日提出。  

 提出者、鞍手町議会議員 田中二三輝、同じく須藤敏夫。  

 提案理由。 

 地方自治法昭和２２年法律第６７号 第２９条、並びに鞍手町議会会議規則昭和６２年鞍

手町議会規則第１号 第１３条 第１項及び第２項の規定により提案する。  

○議長 星 正彦君  

 お諮りします。  

 意見書第２号は質疑討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。  

 意見書第２号は質疑討論を省略します。  

 これから採決を行います。  

 意見書第２号、ＲＤＦ発電事業の終結にあたっての意見書を採決します。  
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 本案は原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。  

（「挙手」多数）  

 挙手多数です。よって意見書第２号は原案のとおり可決されました。  

 次に進みます。  

 日程第１２ 請願第１号を議題とします。  

 本案は、総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めます。  

 田中総務文教委員長。  

○６番 田中 二三輝君  

 総務文教委員会の請願審査報告をいたします。  

 請願第１号 鞍手町に町営温水プールの設置を求める請願。  

 本委員会は、１２月７日に付託された上記の請願を審査の結果採択とし、町長に送付すべ

きものと決定したので、会議規則第９３条の規定により報告します。  

○議長 星 正彦君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 請願第１号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 請願第１号について、討論はありませんか。  

 田中二三輝君。  

○６番 田中 二三輝君  

 請願第１号 鞍手町に町営温水プールの設置を求める請願に対し、反対の立場で討論しま

す。 

 当該施設の新設及び維持管理等の将来発生する経費を考慮したとき、利用者等からの収入

に対し支出額は大きく上回ると推察できる。  

 本町の財政状況等を鑑み、本町による経営管理による施設にはそぐわないものと思慮する

ものであります。  

 以上を理由として反対討論といたします。  

○議長 星 正彦君  

 他に討論ありませんか。  

 宇田川亮君。 

○４番 宇田川 亮君  

 請願第１号 鞍手町に町営温水プールの設置を求める請願に対して賛成討論を行います。  

 今回のこの請願の趣旨については、高齢者がこれまでサンダースイミングという所で温水

プールを使って健康管理を行ってきたと。 

 また、高齢者のみにならず、保育所、幼稚園等も使って健康維持に、また体力づくりに利
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用してきたということから言えば、この町の道路を作るというところでのサンダースイミン

グを鞍手が廃止するということから言えば、町が責任を持ってこの施設を維持するというこ

とが大事だろうというふうに思います。  

 財政状況、また運営等に関しては、町の方で是非考えていただいて、是非とも設置求めた

いということです。以上です。  

○議長 星 正彦君 

 他に討論ありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 請願第１号 鞍手町に町営温水プールの設置を求める請願を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は採択であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって請願第１号は委員長報告のとおり採択されました。  

次に進みます。  

日程第１３ 閉会中の継続事件を議題とします。  

各委員長から目下審査する事件について、会議規則第７４条の規定に基づき、お手元に配

布のとおり閉会中の継続審査の申し出があっております。  

お諮りします。  

各委員長からの申し出のとおり継続審査することにご異議はありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

異議なしと認めます。よって各委員長からの申し出のとおり、継続審査することに決定し

ました。 

これで本日の日程は全部終了しました。  

これをもって、平成２８年第５回定例会を閉会します。  

閉会 １３時２０分  
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    地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。  

    

   議長  星  正 彦 

 

  

   議員  栗 田 幸 則 

 

 

   議員  久 保 田 正 之 


